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う
る
ま
市
の
国
民
健
康
保
険
加
入
者
が
現

在
お
持
ち
に
な
っ
て
い
る
国
民
健
康
保
険
被

保
険
者
証（
保
険
証
）の
有
効
期
限
は
平
成
20

年
3
月
31
日
と
な
っ
て
い
ま
す
。
有
効
期
限
が

過
ぎ
て
し
ま
う
と
、4
月
1
日
以
降
病
院
や

診
療
所
等
で
治
療
を
受
け
る
と
き
、医
療
費

が
全
額
自
己
負
担
と
な
り
後
で
払
い
戻
し
も

で
き
ま
せ
ん
。

平
成
20
年
3
月
31
日
ま
で
に
は
被
保
険

者
証
の
切
り
替
え
を
し
ま
し
ょ
う
！！

　
窓
口
切
り
替
え
は
平
成
20
年
3
月
3
日（
月
）

か
ら
行
い
ま
す
。
� 

　
窓
口
切
り
替
え
の
際
は
身
分
証
（
運
転
免

許
証
等
）を
お
持
ち
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。
代

理
人
が
切
り
替
え
す
る
場
合
は
世
帯
主
か
ら

の
委
任
状
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　（
本
庁
・
石
川
庁
舎
・
勝
連
庁
舎
・
与
那
城
庁

舎
ど
ち
ら
で
も
で
き
ま
す
）� 
 
 
 

保
険
証
の
切
替
が
済
ん
で
も
・・・

　
新
し
い
保
険
証
は
平
成
20
年
4
月
1
日
以

降
か
ら
の
使
用
と
な
り
ま
す
。
平
成
20
年
3

月
31
日
ま
で
は
今
お
持
ち
の
保
険
証
を
使
用

し
て
く
だ
さ
い
。

※
有
効
期
限
の
過
ぎ
た
保
険
証
は
、平
成
20

　
年
4
月
1
日
以
降
に
各
自
で
破
棄
し
て
く

　
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
、保
険

証
の
有
効
期
限
が
世
帯
ご
と
で
変
わ
り
ま
す
。

　
保
険
証
の
有
効
期
限
が
変
わ
る
世
帯
�

　
①
平
成
20
年
4
月
2
日
〜
平
成
21
年
3
月

　
　
31
日
ま
で
に
75
歳（
一
定
の
障
が
い
が
あ

　
　
る
人
は
65
歳
以
上
）に
な
る
人
が
い
る

　
　
世
帯
。（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
移
行

　
　
す
る
人
）

　
②
平
成
20
年
4
月
2
日
〜
平
成
21
年
3
月

　
　
31
日
ま
で
に
65
歳
以
上
に
な
る
退
職
被

　
　
保
険
者
等
が
い
る
世
帯
。

　
な
お
、保
険
証
の
有
効
期
限
に
伴
う
更
新

手
続
は
①
②
に
該
当
す
る
世
帯
の
場
合
は
有

効
期
限
が
切
れ
る
1
か
月
前
か
ら
保
険
証
の

更
新
が
で
き
ま
す
の
で
、保
険
証
と
身
分
証
を

お
持
ち
に
な
っ
て
国
民
健
康
保
険
課
に
て
手

続
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

※
世
帯
全
員
が
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
移

　
行
す
る
世
帯
は
更
新
手
続
き
の
必
要
は
あ

　
り
ま
せ
ん
。

※
保
険
税
に
未
納
が
あ
る
世
帯
も
有
効
期
限

　
が
世
帯
ご
と
に
変
わ
り
ま
す
が
、更
新
手
続

　
き
は
窓
口
で
お
約
束
し
て
い
る
通
り
の
方

　
法
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
�

所
得
の
申
告
を
し
て
い
な
い
と
・・・

●
保
険
税
が
適
切
に
課
税（
計
算
）さ
れ
ず
、

　
軽
減
判
定
も
行
え
ま
せ
ん
。

●
高
額
療
養
費
等
の
支
給
額
に
も
影
響
し
ま

　
す
。

　
所
得
の
申
告
が
ま
だ
の
方
は
、1
月
1
日
現

在
に
住
所
が
あ
る
市
区
町
村
で
申
告
し
て
く

だ
さ
い
。

所得の申告は
お済みですか？

う
る
ま
市
国
民
健
康
保
険
の

『
は
り
、
き
ゅ
う
、
あ
ん
摩
、マ
ッ
サ

ー
ジ
指
圧
施
術
利
用
券
』の
交
付
対

象
者
の
変
更
に
つ
い
て
お
知
ら
せ

う
る
ま
市
国
民
健
康
保
険
の

『
は
り
、
き
ゅ
う
、
あ
ん
摩
、マ
ッ
サ

ー
ジ
指
圧
施
術
利
用
券
』の
交
付
対

象
者
の
変
更
に
つ
い
て
お
知
ら
せ

　
平
成
20
年
4
月
か
ら
医
療
制
度
改
正
に

よ
り
、
75
歳
以
上
の
高
齢
者
（
65
歳
以
上

で
一
定
の
障
害
の
あ
る
方
を
含
む
）の
方
は
、

現
在
加
入
さ
れ
て
い
る
国
民
健
康
保
険
や

社
会
保
険
な
ど
か
ら
離
れ
、独
立
し
た
「
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
」
に
加
入
す
る
こ
と

が
決
ま
っ
て
お
り
ま
す
。
新
し
い
医
療
制
度

の
運
営
は
沖
縄
県
内
全
市
町
村
が
加
入
す

る
「
沖
縄
県
後
期
高
齢
者
広
域
連
合
」
が

行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
平
成

20
年
4
月
以
降
は
75
歳
以
上（
65
歳
以
上

で
一
定
の
障
害
の
あ
る
方
を
含
む
）の
方
は

利
用
券
の
交
付
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

【
利
用
券
の
内
容
】

　
末
し
ょ
う
神
経
疾
患
、運
動
器
疾
患
に

よ
り
医
師
の
診
断
を
受
け
た
方
で
、う
る

ま
市
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
対
し

て
1
枚
あ
た
り
8
0
0
円
の
助
成
で
1
年

間
で
1
人
12
枚
。
た
だ
し
、継
続
治
療
を

必
要
と
す
る
場
合
は
、施
術
担
当
者
意
見

書
に
基
づ
き
年
間
24
枚
を
限
度
と
す
る
。

※
現
在
、病
院
で
治
療
中
の
方
は
申
請
で

　
き
ま
せ
ん
。

※
利
用
券
は
う
る
ま
市
内
の
国
保
が
指
定

　
し
た
施
術
院
以
外
で
は
利
用
で
き
ま
せ

　
ん
。
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